
市議会だより
表題は「いとう」の文字に大室山・小室山を配し、図案化したものです。

主な内容

議会に関する情報は、市議会ホームページも併せてご覧ください。 伊東市議会

令和８年１月１日   No. 207

○新議会構成 � 【Ｐ．２】
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○９月定例会の概要� 【Ｐ．５】

○市長に対する不信任決議 � 【Ｐ．６】
○百条委員会調査報告 � 【Ｐ．7】

市議会の解散による選挙で選ばれた
第21期市議会議員の20人



議会構成決定議会構成決定 臨
時
会

臨
時
会

第
二
一
期
市
議
会
議
員
の
初
議
会
と
な
る

臨
時
会
を
一
〇
月
三
一
日
開
会
し
ま
し
た
。

　正副議長の選挙、各常任委員会委員及び議会運営委員会委員
の選任を行いました。

　
企
画
部
、
危
機
管
理
部
、
総
務
部
、
市
民
部
の
所
管
に
属
す

る
事
項
及
び
他
の
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
さ
な
い
事
項
を
審

査
し
ま
す
。

※
中
島
弘
道
議
長
は
、
常
任
総

務
委
員
会
に
所
属
し
て
い
ま

す
が
、
議
長
の
職
に
専
念
す

る
た
め
、
就
任
と
同
時
に
委

員
会
活
動
を
辞
退
し
ま
す
。

正
副
議
長

常
任
総
務
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

市
議
会
内

　
　
会
派
の
結
成

令
和
七
年
一
〇
月
三
一
日
現
在

新新
第
74
代
副
議
長

青あ
お

木き

敬よ
し
ひ
ろ博

委　員

佐
さ

藤
とう

　周
しゅう

副委員長

長
ながさわ

沢　正
まさし

委　員

宮
みやざきまさしげ

﨑雅薫

委　員

重
しげおか

岡秀
ひで

子
こ

委員長

杉
すぎもとかずひこ

本一彦

委　員

浅
あさ

田
だ

良
よしひろ

弘

委　員

大
おおかわかつひろ

川勝弘

第
78
代
議
長

中な
か
じ
ま
ひ
ろ
み
ち

島
弘
道

　
定
例
会
、
臨
時
会
の
会
期
、

議
案
審
議
予
定
に
関
す
る
こ
と
、

議
員
提
出
議
案
、
請
願
書
、
陳

情
書
、
動
議
の
取
扱
い
に
関
す

る
こ
と
、
議
会
関
係
人
事
案
件

に
関
す
る
こ
と
、
議
会
関
係
例

規
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
こ
と
、

各
種
の
儀
礼
に
関
す
る
こ
と
、

議
会
図
書
室
に
関
す
る
こ
と
、

議
長
の
諮
問
に
関
す
る
こ
と
、

そ
の
他
議
会
運
営
に
関
す
る
こ

と
を
協
議
し
ま
す
。

　
委
員
長　
大
川　
勝
弘

　
副
委
員
長　
佐
藤　
　
周

　
委　
　
員　
河
島
紀
美
恵

　
　

 

〃 　
　

 

長
沢　
　
正

　
　

 

〃 　
　

 

四
宮　
和
彦

　
　

 

〃 　
　

 

虫
明　
弘
雄

　
新
し
く
構
成
さ
れ
た
市
議
会

に
次
の
と
お
り
五
つ
の
会
派
が

結
成
さ
れ
ま
し
た
。

（
◎
＝
会
派
代
表
者
、

　
会
派
構
成
議
員
は
議
席
順
）
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観
光
経
済
部
、
農
業
委
員
会
、
建
設
部
、
上
下
水
道
部
の
所

管
に
属
す
る
事
項
を
審
査
し
ま
す
。

　
健
康
福
祉
部
、
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
を
審
査

し
ま
す
。

常
任
観
光
建
設
委
員
会

常
任
福
祉
文
教
委
員
会

副委員長

虫
むしあき

明弘
ひろ

雄
お

委　員

大
おおたけ

竹　圭
けい

委員長

井
い ど

戸清
きよ

司
し

委　員

篠
しのはら

原峰
みね

子
こ

委　員

青
あお

木
き

敬
よしひろ

博

委　員

河
かわしま

島紀
き み え

美恵

副委員長

村
むらかみしょうへい

上祥平

委　員

竹
たけもと

本力
りき

哉
や

委　員

犬
いぬかい

飼このり
委　員

片
かたぎりもとゆき

桐基至

委　員

四
しのみやかずひこ

宮和彦

委員長

鈴
すず

木
き

絢
あや

子
こ

■
伊
東
未
来

　
　
河
島
紀
美
恵　
議
員

　
　
大
竹　
　
圭　
議
員

　
　
青
木　
敬
博　
議
員

　
　
大
川　
勝
弘　
議
員

　
◎
杉
本　
一
彦　
議
員

■
正
風
ク
ラ
ブ

　
　
村
上　
祥
平　
議
員

　
　
鈴
木　
絢
子　
議
員

　
◎
佐
藤　
　
周　
議
員

　
　
宮
﨑　
雅
薫　
議
員

■
公
明
党

　
◎
長
沢　
　
正　
議
員

　
　
竹
本　
力
哉　
議
員

　
　
篠
原　
峰
子　
議
員

■
政
和
会

　
　
犬
飼
こ
の
り　
議
員

　
◎
四
宮　
和
彦　
議
員

　
　
浅
田　
良
弘　
議
員

■
自
由
民
主
　
伊
東

　
　
中
島　
弘
道　
議
員

　
　
虫
明　
弘
雄　
議
員

　
◎
井
戸　
清
司　
議
員

■
会
派
に
所
属
し
て
い
な
い

　
　
片
桐　
基
至　
議
員

　
　
重
岡　
秀
子　
議
員

※
第
二
一
期
議
員
の
任
期
は
、

令
和
七
年
一
〇
月
一
九
日
か

ら
令
和
一
一
年
一
〇
月
一
八

日
ま
で
に
な
り
ま
す
。
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議案番号 件　　名 概　　要 提出者 審議結果
市議第10号 令和７年度伊東市一般会計

補正予算（第３号）
令和７年９月５日の台風15号により被災した市道川奈
線の崩落箇所と、市道赤坂線の市営住宅用地の崩落箇所
の災害復旧に係る経費をはじめ、災害救助法に基づき、
居住している家屋が準半壊以上の被害を受け、自力での
応急修理が困難な方への応急修理費用１億5,362万
1,000円の追加

市長 全会一致
で可決

市選第３号 監査委員選任の同意について 宮﨑雅薫議員（議員のうちから選任する委員）
市長

全会一致
で選任に
同意

市認第14号 令和７年度伊東市一般会計
補正予算（第２号）専決処分
の報告承認について

令和７年９月10日の市議会解散に伴う伊東市議会議員選
挙に係る経費をはじめ、定額減税補足給付金給付事業ほ
か２事業と、老朽化が著しい観光施設や都市公園施設の
維持管理経費のほか、市道における令和７年９月５日の
台風15号被害への応急復旧に係る補正予算について、令
和７年９月11日付で専決処分を行ったことの報告承認

市長 賛成多数
で承認

市認第15号 教育委員会委員任命の専決
処分の報告承認について

遠山泰範氏任命について、令和７年９月11日付で専決
処分を行ったことの報告承認 市長 全会一致

で承認
市認第16号 公平委員会委員選任の専決

処分の報告承認について
佐藤直道氏選任について、令和７年９月11日付で専決
処分を行ったことの報告承認 市長 全会一致

で承認
発議第７号 予算・決算特別委員会設置

について
一般会計に係る予算及び決算議案の一体的な審査を目的
とした特別委員会の設置

議員
７名※１

全会一致
で可決

発選第３号 議長の選挙 有効投票19票のうち、中島弘道議員が19票で当選 － －
発選第４号 副議長の選挙 有効投票20票のうち、青木敬博議員が20票で当選 － －
発選第５号 議会運営委員会委員の選任

について
２ページをご覧ください。 議長 全会一致

で可決
発選第６号 常任委員会委員の選任につ

いて
２、３ページをご覧ください。 議長 全会一致

で可決
発選第７号 駿東伊豆消防組合議会議員

の選挙
指名推選により、浅田良弘議員、大川勝弘議員、佐藤周
議員が当選 － －

発議第８号 市長に対する不信任決議に
ついて

決議文は６ページをご覧ください。 議員
６名※２

賛成多数
で可決

※１　各会派代表者及び会派に所属していない議員全員 (議員全員からの共同提出と同義となります。)
※２　各会派代表者及び会派に所属していない議員１名

令和７年１０月３１日臨時会で
審議した議案等

本会議で行われた討論の概要
※賛成・反対ごと、登壇順に掲載。会派構成は３ページをご覧ください。

《
賛
成
》
伊
東
未
来

	

河
島
紀
美
恵
議
員

本
来
な
ら
ば
、
審
議
に
て
決

定
す
べ
き
議
案
を
、
議
会
解
散

で
専
決
処
分
報
告
承
認
と
す
る

総
務
費
に
は
、
市
議
会
議
員
選

挙
費
六
三
〇
〇
万
円
が
計
上
さ

れ
て
い
る
。
執
行
に
異
議
は
唱

え
な
い
が
、
多
く
の
皆
様
か
ら
、

「
政
治
的
判
断
と
し
て
、
適
切

で
は
な
い
税
金
の
使
い
方
で
は

な
い
か
」
と
の
ご
意
見
を
い
た

だ
い
た
こ
と
を
申
し
添
え
、
賛

成
と
す
る
。

《
反
対
》
政
和
会
　

	

犬
飼
こ
の
り
議
員

本
補
正
予
算
の
う
ち
市
議
会

議
員
選
挙
費
六
三
〇
〇
万
円
は
、

市
議
会
全
会
一
致
の
市
長
不
信

任
決
議
に
対
し
民
意
を
無
視
し

て
議
会
を
解
散
し
行
わ
れ
た
選

挙
費
で
あ
り
、
市
民
が
納
得
で

き
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
の
か
。

承
認
欲
求
の
た
め
の
選
挙
費
用

は
市
長
自
ら
責
任
を
負
う
の
が

妥
当
で
あ
り
、
大
切
な
市
費
を

費
や
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
報

告
承
認
に
反
対
す
る
。

市
認
第
一
四
号

討論

討論
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議案番号 件　　名 概　　要 提出者 審議結果

ー
不出頭等に対する告発につ
いて

地方自治法第100条第３項に規定する出頭の拒否、記録
提出の拒否及び証言の拒否、並びに、同条第７項に規定
する虚偽の陳述に該当すると認められるため、同条第９
項の規定により告発するもの

ー 全会一致
で可決

発議第６号 市長に対する不信任決議に
ついて

決議文は市議会ホームページ「請願・陳情、決議・意見
書とは？」のページをご覧ください。

議員
８名※

全会一致
で可決

※各会派代表者及び会派に所属していない議員全員 (議員全員からの共同提出と同義となります。)

令和７年９月定例会
２件の議案等を審議、決定 ９月定例会を９月１日に開催しました。

討論

《
賛
成
》
伊
東
未
来

	

大
竹
圭
議
員

混
乱
し
た
市
政
を
立
て
直
し
、

市
民
の
信
頼
を
回
復
す
る
た
め
、

議
会
は
二
度
目
の
不
信
任
決
議

に
踏
み
切
っ
た
。

責
任
と
説
明
を
欠
い
た
市
政

運
営
は
、
市
民
の
安
心
と
行
政

の
機
能
を
損
な
う
。
誠
実
さ
と

透
明
性
を
取
り
戻
し
、
信
頼
さ

れ
る
行
政
を
再
構
築
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

市
政
を
正
常
な
軌
道
に
戻
す

た
め
、
本
決
議
に
賛
成
す
る
。

《
反
対
》
片
桐
基
至
議
員

百
条
委
員
会
と
本
不
信
任
決

議
は
事
実
の
解
釈
に
お
い
て
極

め
て
一
方
的
で
あ
り
、
行
政
監

視
権
の
濫
用
か
つ
、
議
会
の
多

数
派
に
よ
る
少
数
派
の
市
長
の

排
斥
で
あ
る
。
民
意
の
ね
じ
れ

の
な
か
議
会
が
す
べ
き
こ
と
は
、

政
策
本
意
の
冷
静
な
議
論
の
再

開
で
あ
る
。
本
決
議
は
直
接
民

主
主
義
の
深
刻
な
危
機
で
あ
り
、

市
政
の
健
全
性
を
著
し
く
損
な

う
た
め
断
固
反
対
す
る
。

発
議
第
八
号

《
賛
成
》
正
風
ク
ラ
ブ

	

佐
藤
周
議
員

市
長
は
耳
を
閉
ざ
し
、
事
実

を
ね
じ
曲
げ
た
で
た
ら
め
を
Ｓ

Ｎ
Ｓ
で
発
信
し
続
け
、
一
万
四

〇
〇
〇
票
余
り
を
投
じ
た
市
民

の
思
い
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
。

除
籍
の
学
歴
を
否
定
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
市
民
が
田
久
保

市
長
就
任
後
の
振
る
舞
い
を
問

題
視
し
、
不
信
感
を
通
り
越
し

て
、
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
て
い

る
状
況
か
ら
、
不
信
任
決
議
に

賛
成
す
る
。

《
賛
成
》
伊
東
未
来

	

大
川
勝
弘
議
員

経
歴
詐
称
の
内
容
よ
り
も
そ

の
後
の
対
応
の
ひ
ど
さ
に
よ
り

起
き
た
混
乱
と
今
の
伊
東
市
政

の
状
態
に
鑑
み
る
と
、
田
久
保

市
長
が
辞
め
る
以
外
に
こ
の
混

乱
に
終
止
符
は
打
て
な
い
。
伊

東
市
を
代
表
す
る
市
長
の
立
場

で
責
任
者
が
責
任
を
取
ら
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
議
会
が

責
任
を
取
ら
せ
る
し
か
な
い
と

考
え
、
発
議
第
六
号
市
長
に
対

す
る
不
信
任
決
議
に
賛
成
す
る
。

《
賛
成
》
公
明
党

	

篠
原
峰
子
議
員

市
民
へ
の
説
明
責
任
が
果
た

さ
れ
ず
、
市
政
は
停
滞
し
て
い

る
。
私
た
ち
議
員
は
市
長
と
の

信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き

ず
、
共
に
市
政
を
前
に
進
め
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
市
長
が

所
信
表
明
で
掲
げ
た
「
市
民
の

た
め
」
と
い
う
言
葉
も
、
市
民

の
不
安
や
分
断
が
広
が
る
現
状

を
見
る
と
、
そ
の
実
感
は
得
ら

れ
な
い
。
よ
っ
て
、
市
長
に
対

す
る
不
信
任
決
議
に
賛
成
す
る
。

《
賛
成
》
重
岡
秀
子
議
員

学
歴
詐
称
疑
惑
や
進
退
に
つ

い
て
、
自
ら
事
実
を
解
明
し
、

市
民
へ
の
真
摯
な
説
明
責
任
を

果
た
す
姿
勢
が
見
ら
れ
ず
、
市

政
の
混
乱
が
長
引
く
原
因
と
な

っ
た
。
議
会
側
も
事
実
が
不
確

か
な
怪
文
書
を
マ
ス
コ
ミ
に
提

供
す
る
な
ど
の
残
念
な
行
為
が

あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
公
正
・

公
明
な
市
政
を
望
む
民
意
に
範

を
示
せ
な
い
市
長
の
政
治
的
な

責
任
は
重
く
、
賛
成
と
す
る
。

《
賛
成
》
犬
飼
こ
の
り
議
員

問
題
の
原
因
は
政
策
論
争
で

は
な
く
、
明
ら
か
に
市
長
本
人

の
身
か
ら
出
た
さ
び
。
表
向
き

に
は
頭
を
下
げ
謝
罪
の
言
葉
を

繰
り
返
す
が
、
説
明
責
任
は
果

た
さ
ず
誠
実
さ
の
か
け
ら
も
感

じ
ら
れ
な
い
。
公
人
と
し
て
あ

る
ま
じ
き
身
勝
手
な
行
為
を
繰

り
返
し
、
そ
の
言
動
、
資
質
全

て
に
お
い
て
私
た
ち
の
市
長
に

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
判
断
し
、

不
信
任
決
議
に
賛
成
す
る
。

本
会
議
で
行
わ
れ
た
討
論
の
概
要

※
賛
成
・
反
対
ご
と
、
登
壇
順
に
掲
載
。
会
派
構
成
は
七
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

発
議
第
六
号

こ
と
ば
の
解
説

討
論

　
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
、

あ
る
議
題
に
対
し
お
互
い
の
意

見
を
闘
わ
せ
る
こ
と
と
は
異
な

り
、
表
決
の
前
に
、
議
題
と

な
っ
て
い
る
議
案
に
つ
い
て
、

議
員
が
自
己
の
賛
否
の
意
見
を

表
明
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、

討
論
は
一
議
題
に
つ
き
、
一
議

員
一
回
と
さ
れ
、
他
の
議
員
の

討
論
内
容
に
対
し
、
再
度
討
論

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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市長に対する不信任決議を可決
一度目の不信任決議全文はこちら

　9月定例会初日（令和7年9月1日）において、田久保眞紀市長に対する不信任決議案が提出さ
れ、全会一致で可決されました。その後市長により議会が解散され、選挙後初めて招集された臨時
会（令和7年10月31日）において、二度目の不信任決議案が提出され、賛成多数で可決されたこと
により、田久保眞紀市長は失職しました。

市長に対する不信任決議
田久保眞紀市長は、令和７年９月１日伊東市議会において全会一致で議決した市長に対する不信任決議

に対し、同月１０日、市議会を解散するという大義なき判断をした。
市長の学歴詐称という極めて個人的な不祥事について、説明責任を果たすどころか、根拠のない不可解

な言動等を繰り返すことで招いた数々の混乱に対する責任を負うことなく、追及されるたびに論点をすり
替え市民を欺き続ける態度には、市議会の解散を正当化し得るだけの大義はみじんもない。また、あろう
ことか自身の問題を直視せず棚上げし、事実無根にもかかわらず議案審議を放棄したとして市議会に解散
の責任を転嫁した振る舞いは、自身を正当化するためだけに、こじつけの理由をつくりあげ、市議会の不
在をいいことに一方的に主張するに過ぎないものであったと言え、暴君の所業と言っても過言ではない。

多額の予算が計上された市議会議員選挙に対しては、「選挙執行に対してお金がもったいないというの
は、これは果たしてどうなのか」との旨を述べ支離滅裂な大義名分を語るなど、自身のエゴイズムの代償
として市民の血税や時間が浪費されることに対し、何のためらいもない様子には驚くばかりか、常人には
到底理解し得ず、毎日の生活に苦慮している市民のことを忘却した無責任な発言であったと言える。

本市議会からの告発をはじめとして、複数の刑事告発を受けている状況にあるにもかかわらず、その職
にとどまり続ける態度は、自身の置かれている立場を全く客観視できておらず、本市議会のみならず、伊
東市民を侮辱するものにほかならない。

混戦を極めた市議会議員選挙において、立候補した前職１８名が全員当選するという選挙結果は、民意が
まごうことなく田久保眞紀市長の退任を求めていることの証左であり、投票した市民の良識が示された以
上、本市議会が残り、市長が失職するという結果に至るのは道理であることから、市長自身に進退の選択
の余地を与えるものではない。

しかしながら、選挙結果を受けてもなお、動画配信サイト等の安全圏において、荒唐無稽な持論をもっ
て１００条委員会や東洋大学を誹謗中傷し続け、保身を企てる姿は、民意を一番に考える市長の姿とは見て
とれず、それこそ自身のなすべき責務を放棄した度を越した自己愛の暴走であり、情報発信の自由度が高
い時代においては、影響力の大きい公人としてふさわしくない悪あがきであるとも言え、滑稽でしかない。

就任から５か月余りが経過してもなお、目立った政策の提示や実現がされない中、改革者の名を僣称す
る市長が唯一改革の火種を残したと言えるのは、地方自治の歴史に残る出来事として、性善説に成り立つ
地方自治法の趣旨からは想定していない事態が生じ得るということであり、市民や市政を第一優先としな
い首長がいた場合に「まちはどうなってしまうのか」というケーススタディーとして、法律の穴とも言え
る点について世の中で広く議論されるようになったことのみである。

市議会議員選挙の結果を受け辞職の意を表明してもよいところ、報道取材においても何ら誠意を示すこ
となく、ただ待ち続け今日この議場にいるということは、自省の姿勢などかけらもないことを示すもので
ある。田久保眞紀市長がその職にとどまり続けることは、選挙を通じて示された民意を無視するものであ
り、決して許されることではない。引かず、省みず、悪びれることのない市長の姿勢に対し、本市議会は、
市民が伊東市民としての誇りを取り戻せるよう、民意を尊重し地方自治法に従い、粛々と手続を進めるの
みである。

よって、本市議会は、田久保眞紀伊東市長を、再び信任しない。
以上、決議する。

令和７年１０月３１日
伊　東　市　議　会
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九
月
定
例
会
中
の

市
議
会
内
の
会
派
構
成

■
正
風
ク
ラ
ブ

　
　
村
上　
祥
平　
議
員

　
　
鈴
木　
絢
子　
議
員

　
◎
佐
藤　
　
周　
議
員

　
　
宮
﨑　
雅
薫　
議
員

■
自
由
民
主
　
伊
東

　
　
虫
明　
弘
雄　
議
員

　
　
河
島
紀
美
恵　
議
員

　
　
中
島　
弘
道　
議
員

　
◎
井
戸　
清
司　
議
員

■
公
明
党

　
◎
長
沢　
　
正　
議
員

　
　
竹
本　
力
哉　
議
員

　
　
篠
原　
峰
子　
議
員

■
伊
東
未
来

　
　
青
木　
敬
博　
議
員

　
◎
大
川　
勝
弘　
議
員

　
　
杉
本　
一
彦　
議
員

■
政
和
会

　
◎
四
宮　
和
彦　
議
員

　
　
杉
本　
憲
也　
議
員

■
会
派
に
所
属
し
て
い
な
い

　
　
犬
飼
こ
の
り　
議
員

　
　
重
岡　
秀
子　
議
員

　
　
浅
田　
良
弘　
議
員

（
◎
＝
会
派
代
表
者
、

　
会
派
構
成
議
員
は
議
席
順
）

※
欠
員
一
名
あ
り

※
九
月
一
〇
日
付
で
議
会
解
散

百条委員会調査報告

令
和
七
年
七
月
七
日
に
設
置

さ
れ
た
市
長
の
学
歴
及
び
入
札

執
行
停
止
に
係
る
事
務
調
査
特

別
委
員
会
（
百
条
委
員
会
）
に

よ
り
、
市
の
広
報
事
務
に
瑕
疵

が
生
じ
た
こ
と
の
原
因
及
び
騒

動
の
発
端
と
な
っ
た
市
長
の
学

歴
詐
称
疑
惑
に
つ
い
て
、
世
論

の
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
、
事

実
究
明
の
た
め
に
調
査
を
実
施

し
ま
し
た
。
ま
た
、
新
図
書
館

建
設
事
業
の
入
札
執
行
停
止
に

つ
い
て
、
手
続
等
の
適
正
性
を

確
認
し
ま
し
た
。

●
開
催
状
況

全
八
回

（
令
和
七
年
七
月
一
一
日
～

令
和
七
年
八
月
二
九
日
）

●
証
人
の
出
頭
等

㈠
令
和
七
年
七
月
一
一
日

　
市
企
画
部
長

　
市
秘
書
広
報
課
長

㈡
令
和
七
年
七
月
二
五
日

　
田
久
保
眞
紀
氏（
伊
東
市
長
）

　
※
出
頭
拒
否

㈢
令
和
七
年
七
月
二
九
日

　
Ａ
証
人

㈣
令
和
七
年
八
月
一
三
日

　
田
久
保
眞
紀
氏（
伊
東
市
長
）

　
市
総
務
部
長

　
市
庶
務
課
長

　
市
教
育
部
長

　
市
生
涯
学
習
課
長

●
記
録
の
提
出

㈠
田
久
保
眞
紀
氏（
伊
東
市
長
）

　
に
対
し
、
令
和
七
年
七
月
一

一
日
及
び
八
月
六
日
付
で
記

録
の
提
出
を
請
求
し
た
が
、

い
ず
れ
も
拒
否
で
あ
っ
た
。

㈡
東
洋
大
学
に
対
し
、
令
和
七

年
七
月
二
三
日
及
び
八
月
一

八
日
付
で
記
録
の
提
出
を
請

求
し
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
に
必

要
な
情
報
の
回
答
を
得
た
。

●
調
査
結
果

㈠
市
長
の
学
歴
に
係
る
事
務
に

関
す
る
事
項

　
田
久
保
眞
紀
氏（
伊
東
市
長
）

　
が
、
大
学
卒
業
を
意
図
的
に

詐
称
し
た
の
で
は
な
い
と
し

て
「
除
籍
の
事
実
を
知
っ
た

の
は
令
和
七
年
六
月
二
八

日
」
と
主
張
し
て
い
た
点
に

つ
い
て
、
Ａ
証
人
の
証
言
や

東
洋
大
学
か
ら
提
出
さ
れ
た

資
料
を
確
認
し
た
結
果
、
同

氏
の
主
張
が
虚
偽
で
あ
る
こ

と
が
判
明
。
市
の
広
報
事
務

に
瑕
疵
が
生
じ
た
の
は
、
同

氏
が
、
偽
造
さ
れ
た
卒
業
証

書
を
意
図
し
て
行
使
し
、
故

意
に
市
民
、
職
員
及
び
議
会

を
欺
い
た
も
の
と
断
定
し
た
。

ま
た
、
偽
造
有
印
私
文
書
行

使
罪
に
該
当
す
る
こ
と
が
強

く
疑
わ
れ
る
た
め
、
適
切
に

処
分
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と

結
論
づ
け
た
。

㈡
入
札
執
行
停
止
に
係
る
事
務

に
関
す
る
事
項

　
政
策
の
方
針
が
変
わ
る
こ
と

で
時
間
的
猶
予
な
く
即
時
入

札
執
行
停
止
し
た
こ
と
は
や

む
を
得
な
い
が
、
損
害
賠
償

の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
市
長

自
身
が
担
当
部
署
と
十
分
に

協
議
を
し
検
討
す
る
場
が
必

要
で
あ
っ
た
も
の
と
指
摘
。

●
告
発

　
田
久
保
眞
紀
氏（
伊
東
市
長
）

　
に
対
し
、
百
条
委
員
会
に
お

け
る
四
件
の
地
方
自
治
法
違

反
（
記
録
提
出
拒
否
、
出
頭

拒
否
、
証
言
拒
否
、
虚
偽
の

陳
述
）
に
つ
い
て
、
地
方
自

治
法
第
一
〇
〇
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
刑
事
告
発
を
す

べ
し
と
決
定
。
百
条
委
員
会

調
査
報
告
に
よ
り
本
会
議
に

て
告
発
の
件
を
議
題
と
し
、

全
会
一
致
で
告
発
す
る
こ
と

を
議
決
し
た
。

調査報告書
全文はこちら
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い
と
う
市
議
会
だ
よ
り
　

「
い
と
う
市
議
会
だ
よ
り
」
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す

【
発
行
】伊
東
市
議
会
 【
編
集
】議
会
報
編
集
委
員
会

【
伊
東
市
議
会
事
務
局
】伊
東
市
大
原
二
丁
目
1番
1号

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／
https://w

w
w
.city.ito.shizuoka.jp

■
TEL／

0557-32-1981　
 ■
FAX／

0557-38-6916

■
E-m
ail／

gikai@
city.ito.shizuoka.jp

編

集
後

記

2026.１
.1　

N
o.207

議
会
解
散
に
よ
る
伊
東
市
議

会
議
員
選
挙
が
一
〇
月
一
九
日

に
行
わ
れ
、
市
民
の
代
表
と
し

て
活
動
す
る
第
二
一
期
議
員
が

誕
生
し
ま
し
た
。

議
会
報
編
集
委
員
会
も
左
記

メ
ン
バ
ー
で
新
た
に
構
成
さ
れ
、

新
体
制
で
市
議
会
だ
よ
り
を
発

行
し
て
ま
い
り
ま
す
。

今
後
も
、
市
民
の
皆
様
に
よ

り
身
近
で
、
分
か
り
や
す
い
紙

面
づ
く
り
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
本
誌
を
通
じ
て
、
市

議
会
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。
前
期
に
引

き
続
き
ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
（
議
長　
中
島
）

議
会
報
編
集
委
員
会

　
委
員
長　
　
竹
本　
力
哉

　
副
委
員
員　
　
村
上　
祥
平

　
委　
　
員　
　
大
竹　
　
圭

　
　

 

〃  　
　
　
犬
飼
こ
の
り

　
　

 

〃  　
　
　
虫
明　
弘
雄

市
議
会
に
関
す
る
ご
意
見

　
　
ご
質
問
は
議
会
事
務
局
へ

閉会中の議会活動

7月 8日・ 9日	 諏訪・伊東姉妹都市議会議員	
	 交歓研修会
7月11日	 百条委員会　　　
7月18日	 百条委員会
7月25日	 百条委員会
7月29日	 百条委員会
7月31日	 常任福祉文教委員会協議会
8月 1日	 議会改革特別委員会
8月 6日	 議会報編集委員会
8月 6日	 百条委員会　
8月 7日	 常任観光建設委員会協議会
8月13日	 百条委員会
8月18日	 百条委員会
8月29日	 百条委員会
8月30日	 議会運営委員会

令和７年６月定例会閉会から
令和７年９月定例会開会まで

※百条委員会＝市長の学歴及び入札執行停止に係る
事務調査特別委員会

市内において、議員が次の行為を行うことは
公職選挙法で禁止されています。

ご理解とご協力をお願いいたします。
■答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等、時候のあいさつ
　状を出すこと
■有料のあいさつ広告を出すこと
■政党、その他の政治団体や親族に対するものを除き、寄附をする
　こと　※寄附には、お歳暮やお年賀なども含まれます。

秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝

町内会の集会・
旅行等の催物への
寸志・飲食物の
差入

病気見舞 お歳暮・
お年賀

秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典

入学祝・
卒業祝

葬儀の
花輪・供花

地域の運動会・
スポーツ大会への
飲食物等の差入

お祭りへの
寄附・差入

落成式・
開店祝等の
花輪

みんなで徹底しよう

これらのものも、政治家の寄附
禁止の対象となります。

三ない運動

これらのもの

贈らない！

政治家の寄附

！
受け

取らない！求めない！

の

寄附行為やあいさ
つ状の禁止について

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中
継
の
ご
案
内

伊
東
市
議
会
で
は
、
本
会
議

の
録
画
映
像
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

本
紙
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す

九
月
定
例
会
及
び
臨
時
会
に
お

け
る
本
会
議
の

様
子
も
ご
視
聴

い
た
だ
け
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
録
画
映
像
は
、
伊
東
市
議
会
の

公
式
記
録
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
会

議
の
公
式
な
記
録
は
、
後
日
作
成
さ

れ
る
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

今
後
議
員
活
動
を
行
う
上
に

お
い
て
必
要
と
な
る
基
礎
的
事

項
に
関
し
理
解
を
深
め
る
た
め
、

一
〇
月
一
九
日
の
市
議
会
議
員

選
挙
に
お
い
て
当
選
し
た
新
議

員
二
人
を
対
象
に
、
研
修
会
を

実
施
し
ま
し
た
。

【
一
〇
月
二
四
日
】

執
行
機
関
の
概
要
説
明

【
一
〇
月
二
七
日
】

議
事
機
関
の
概
要
説
明

【
一
一
月
七
日
】

市
内
各
施
設
の
視
察

・
文
化
財
管
理
セ
ン
タ
ー

・
環
境
美
化
セ
ン
タ
ー

・
競
輪
場

・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

・
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
図
書
館

新
議
員
行
政
研
究
会

環境美化センターにて研修

図書館にて研修
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